
 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

     

 

 

 

      

 

 

 

      

 

  

 

 

  

 

令和４年度答申第３２号

令 和 ４ 年 ８ 月 ４ 日

諮問番号 令和４年度諮問第２９号（令和４年６月２７日諮問）

審 査 庁 厚生労働大臣

事 件 名 平均賃金決定処分に関する件

答 申 書

審査請求人Ｘからの審査請求に関する上記審査庁の諮問に対し、次のとおり答

申する。

結 論

本件審査請求は棄却すべきであるとの諮問に係る審査庁の判断は、

妥当とはいえない。

理 由

第１ 事案の概要

本件は、Ａ労働局長（以下「処分庁」という。）が、労働者災害補償保険法

（昭和２２年法律第５０号。以下「労災保険法」という。）１２条の８第１項

２号に規定する休業補償給付の支給を請求した審査請求人Ｘ（以下「審査請求

人」という。）に対し、労働基準法（昭和２２年法律第４９号）１２条８項の

規定に基づき、その平均賃金を決定する処分（以下「本件決定処分」という。）

をしたことから、審査請求人がこれを不服として審査請求をした事案である。

１ 関係する法令の定め

（１）労災保険法７条１項は、この法律による保険給付は、同項各号に掲げる

保険給付とすると規定し、同項１号には、労働者の業務上の負傷、疾病、

障害又は死亡（以下「業務災害」という。）に関する保険給付が掲げられ

ている。

（２）労災保険法８条１項は、給付基礎日額は、労働基準法１２条の平均賃金

に相当する額とすると規定し、この場合において、同条１項の平均賃金を
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算定すべき事由の発生した日は、労災保険法７条１項１号及び２号に規定

する負傷又は死亡の原因である事故が発生した日である旨規定する。

（３）労災保険法１２条の８第１項は、業務災害に関する保険給付は、同項各

号に掲げる保険給付とすると規定し、同項２号には、休業補償給付が掲げ

られている。

（４）労災保険法１４条は、休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病

による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第４

日目から支給するものとし、その額は、１日につき給付基礎日額の１００

分の６０に相当する額とすると規定する。

（５）労働基準法１２条１項は、この法律で平均賃金とは、これを算定すべき

事由の発生した日以前３か月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額

を、その期間の総日数で除した金額をいうと規定し、同項から同条６項ま

でに平均賃金の算定方法が規定されている。そして、労働基準法１２条８

項は、同条１項から６項までによって算定し得ない場合の平均賃金は、厚

生労働大臣の定めるところによると規定する。

２ 事案の経緯

各項末尾掲記の資料によれば、本件の経緯は、以下のとおりである。

（１）審査請求人は、令和２年８月２０日、Ｂ社（以下「本件会社」という。）

に４トントラックのドライバーとして雇用され、同日、業務に従事中、負

傷した。

（調査結果復命書、平均賃金決定申請書）

（２）審査請求人は、令和２年１０月８日、Ｃ労働基準監督署長に対し、労災保

険法１２条の８第１項２号に規定する休業補償給付の支給を請求した。

（休業補償給付支給請求書）

（３）本件会社は、令和２年１０月１２日付けで、処分庁に対し、審査請求人の

平均賃金の決定を申請した。

（平均賃金決定申請書）

（４）処分庁は、令和２年１０月２７日付けで、審査請求人に対し、労働基準法

１２条８項の規定に基づき、審査請求人の平均賃金を６２３３円３３銭と決

定する処分（本件決定処分）をし、Ｃ労働基準監督署長を介して通知した。

なお、本件決定処分の通知書には、平均賃金を下記のとおり決定したとして、

上記の額が記載されているのみであった。

（平均賃金決定通知書）
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（５）審査請求人は、令和３年１月５日付けで、Ｃ労働基準監督署長及び処分

庁を経由して、審査庁に対し、本件決定処分を不服として本件審査請求を

した。

（審査請求書、「労働保険審査請求書の転送について」及び「審査請求書の

転送について」と題する各書面）

（６）審査庁は、令和４年６月２７日、当審査会に対し、本件審査請求は棄却

すべきであるとして諮問をした。

（諮問書、諮問説明書）

３ 審査請求人の主張の要旨

平均賃金が低すぎるため、生活することができない。

本件会社からは、給料は２５～２８万円くらいだと言われていた。

本件会社がいう日額８５００円というのは、地場配送で１日８時間働いた

場合のことだと思う。長距離で午前７時から翌日午前３時まで２０時間働い

た場合、日額８５００円では１時間４２５円にしかならない。

面接時に日額８５００円と聞いていれば、本件会社で働くことはなかった。

以上により、本件決定処分の取消しを求める。

第２ 諮問に係る審査庁の判断

審査庁の判断の概要は、以下のとおりであり、審理員の意見もおおむねこ

れと同旨である。

１ 本件は、雇入れの当日に発生した災害であるため、「労働基準法の施行に

関する件」（昭和２２年９月１３日付け発基第１７号都道府県労働基準局長

宛て労働次官通達。以下「１７号通達」という。）に基づいて平均賃金を計

算すべき事案であるが、就業規則や労働条件通知書等、審査請求人の賃金が

あらかじめ定められているか否かを客観的に示す資料はない。

しかし、本件会社の担当者は、処分庁の調査において、４トントラックの

ドライバーである審査請求人の基本給は日額８５００円である旨供述してい

るところ、審査請求人も４トントラックのドライバー業務に従事するもので

あったことは否定しておらず、かえってこれに沿う供述をしていること、賃

金台帳から審査請求人以外の４トントラックのドライバーの基本給はいずれ

も日額８５００円であることが確認できることなどから、審査請求人の賃金

はあらかじめ「日額８５００円」と定まっていたとの本件会社の担当者の供

述は信用することができ、当該事実を認定した処分庁の判断は妥当である。

なお、賃金台帳によれば、４トントラックのドライバーに対しては、基本

3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

給以外の手当として、皆勤手当が一律に支払われていることが確認できる。

１７号通達のあらかじめ定められている賃金には、「精皆勤手当等の不確定

のものは含まない」こととされている（平成２５年１０月改訂「労災保険給

付事務取扱手引」（厚生労働省労働基準局））。皆勤手当については、就業

規則等において、出勤率等の明確な支給条件は定められていないが、本件会

社の担当者は、「全員に一律で支給される手当ではない」、「１日出社した

だけで、後の労働日に全部欠勤した審査請求人に支払われる手当でない」旨

供述している。賃金台帳によれば、皆勤手当が支給されている４トントラッ

クのドライバーには、いずれも一定以上の出勤日数（少ない月でも１５日以

上）が認められること、賃金台帳に記載された皆勤手当の文言からして１日

しか業務に従事していない場合にまでこれを支払う趣旨であったとは考え難

いことからすれば、本件会社の担当者の上記供述は信用することができる。

そうすると、皆勤手当は、不確定（一定以上の出勤日数があって支給される）

であるといえ、これをあらかじめ定められた賃金ではないとした処分庁の判

断は妥当である。

休業補償給付は、労働契約上の労働日であるか否かを問わず、休業期間全

日に対して支給されるものであるから、日額８５００円をそのまま休業補償

給付の給付基礎日額としたのでは、労働契約上の休日とされている日にも日

額８５００円を基礎に休業補償が給付されることとなるため、給付額が高額

になりすぎてしまう。

そこで、いかなる方法により日額から「推算」して平均賃金を算出するか

ということが問題となるところ、審査請求人が負傷しなかった場合に１か月

当たりどの程度勤務してどの程度の稼得を得る予定であったかという観点を

考慮すべきであると考えられる。したがって、日額に、以下の「１か月当た

りの稼働率」を乗じて平均賃金を推算した処分庁の判断は妥当なものと考え

られる。

１か月当たりの稼働率＝（審査請求人の年間所定労働日数２６３日÷１２

か月）÷３０日 ≒２２／３０

審査請求人の平均賃金額は、以下のとおり、６２３３円３３銭と算定され

る。

８５００円×２２／３０＝６２３３円３３銭

２ 審査請求人の主張に対する反論

審査請求人は、①平均賃金が低すぎるため生活することができない、②本件
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会社から給料が２５～２８万円と言われた、③日額８５００円というのは８

時間働いた場合のことだと思うと主張する。

しかし、本件決定処分は、上記１のとおり、労働基準法及び通達に則ってさ

れたものであって、上記①の主張は審査請求人の独自の見解であり、採用す

ることができない。

また、審査請求人の賃金があらかじめ日額８５００円と定まっていたと認定

できることは上記１のとおりであって、常に月額で定まっていたと評価する

ことはできないから、月額で定まった賃金を基礎に平均賃金を算定すること

を求めていると思われる上記②の主張は採用することができない。

さらに、平均賃金の推算の基礎とされるべきは、あらかじめ定められている

一定額の賃金であるから、時間外労働手当等はこれに含まれない。仮に１日

８時間超の労働が発生したとしても、それに対しては別途「残業手当」が支

払われるのであるから、時給が４２５円になることはなく、審査請求人の上

記③の主張は意味をなさず、１７号通達に沿った本件決定処分は違法又は不

当なものではない。

３ 以上のとおり、本件決定処分は妥当であって、本件審査請求は理由がないか

ら棄却されるべきである。

第３ 当審査会の判断

当審査会は、令和４年６月２７日、審査庁から諮問を受け、同年７月１４日及

び同月２８日の計２回、調査審議をした。

また、審査庁から、令和４年７月２６日に主張書面及び資料の提出を受けた。

１ 本件諮問に至るまでの一連の手続について

（１）一件記録によれば、本件審査請求の受付（審査庁：令和３年１月１１日）

から本件諮問（令和４年６月２７日）までに１年５か月以上の期間を要し

ているところ、特に、①本件審査請求の受付から審理員の指名（令和３年

３月４日）までに１か月半以上、②弁明書の提出依頼（令和３年３月４日

付け）から弁明書の提出（同年７月２日付け）までに約４か月、③反論書

の提出（同年８月１９日受付）から審理員意見書の提出（同年１１月９日）

までに２か月半以上、④審理員意見書の提出から本件諮問までに約７か月

半を要している。途中で審理員の指名替えがあったものの、これらの手続

において、このような期間を要したことについて特段の理由があったとは

認められない。審査庁においては、審査請求事件の進行管理を改善するこ

とにより、審査請求事件の手続の迅速化を図る必要がある。
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（２）上記（１）で指摘した点以外では、本件諮問に至るまでの一連の手続に

特段違法又は不当と認めるべき点はうかがわれない。

２ 本件決定処分の適法性及び妥当性について

（１）労災保険法８条１項によれば、給付基礎日額は、労働基準法１２条の平

均賃金に相当する額と、平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、負傷

の原因である事故が発生した日とされ、同条１項によれば、平均賃金とは、

これを算定すべき事由が発生した日以前３か月間にその労働者に対し支払

われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいうとされている。

本件においては、雇入れの当日である令和２年８月２０日に負傷の原因

である事故が発生しているため、同日が平均賃金を算定すべき事由の発生

した日となるが、遡るべき期間がなく、労働基準法１２条１項から６項ま

でによって平均賃金を定めることができない。

したがって、審査請求人の平均賃金は、労働基準法１２条８項の規定に

基づき厚生労働大臣の定めるところによって算定すべきこととなる。

（２）この厚生労働大臣の定めとして制定されたとされる労働基準法施行規則

（昭和２２年厚生省令第２３号）４条は、雇入れの日に平均賃金を算定す

べき事由の発生した場合の平均賃金は、都道府県労働局長の定めるところ

による旨規定し、都道府県労働（基準）局長宛ての１７号通達は、同条に

規定する場合における平均賃金決定基準として、当該労働者に対し一定額

の賃金があらかじめ定められている場合には、その額により推算し、しか

らざる場合には、その日に、当該事業場において、同一業務に従事した労

働者の一人平均の賃金額により推算することを定めており、その内容に特

段不合理な点はみられない。

（３）これを本件についてみると、本件会社が処分庁に提出した平均賃金決定

申請書には、あらかじめ定められていた賃金額が日給８５００円、年間所

定労働日数が２６３日と記載されている。これに対し、審査請求人は、Ｃ

労働基準監督署の聴取に対して日給の額や月の勤務日数は聞いていないと

供述している（審査請求人からの各電話聴取書）。この日給の額について

は、本件会社の４トントラックのドライバーの賃金台帳の額とは一致して

いるものの、審査請求人に係るものであることを直接裏付ける資料はない。

所定労働日数については、審査請求人に係るものであることを示す資料は、

同申請書以外に見当たらず、処分庁が本件会社に確認した経緯を示す資料

も見当たらない。仮に、本件会社の４トントラックのドライバーの稼働率
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から算出したものであるとしても、当審査会が事件記録にある本件会社の

４トントラックのドライバーの賃金台帳に記載された出勤日数から算出し

た平均値（２６９日）とは異なっている。

加えて、本件会社と審査請求人との間の労働契約について、契約書や労

働条件通知書等の書面が作成されていないことは、特段争いがない。

そうすると、１７号通達により審査請求人の平均賃金額を決定するには、

日給の額やそのほかのあらかじめ定められている賃金の確認はもとより、

所定労働日数に関して、まずは、労働条件に関する客観的な資料である就

業規則の有無及びその内容を確認した上で、本件会社にどのような根拠に

基づいて平均賃金決定申請書を作成したのかを確認し、同申請書の記載内

容の正確性を検討する必要がある。しかし、本件諮問に当たり、審査庁か

ら当審査会に提出された事件記録中には、本件会社の就業規則に日給の額

に関する記載がない旨の本件会社の担当者からの電話聴取書があるのみで、

本件会社の就業規則そのものを確認したことを示す資料はなく、本件会社

にどのような根拠に基づいて平均賃金決定申請書を作成したのかを確認し

たことを示す資料もない。審理員意見書においても、これらの点について

検討した形跡はみられない。

そこで、当審査会が照会したところ、審査庁からの回答によれば、処分

庁は、本件決定処分に当たり、本件会社の就業規則を取り寄せるなどして

その内容を確認していないとのことであり、また、本件会社の就業規則は、

平成２９年３月８日付けで、Ｃ労働基準監督署長に対し、届け出られてい

るとのことであった（そうすると、本件会社の就業規則が存在することは

明らかである。）。

そして、審査庁も就業規則を確認しなかった理由について、就業規則の

契約規律効が認められるためには、就業規則を、労働者に対し、実質的に

周知することが必要であるところ（労働契約法（平成１９年法律第１２８

号）７条本文）、本件会社と審査請求人との間の労働契約の内容（労働条

件）について特段の書面が交付されていないことは争いはなく、少なくと

も審査請求人との関係において就業規則の実質的周知はなされていないと

推認されることから、就業規則の内容を確認する必要はないと判断したと

している。しかし、同条本文が要件とする周知の方法は、書面の交付に限

られるものではないから、書面が交付されていないことをもって、就業規

則が周知されていないと直ちに推認することはできない。したがって、審
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査庁の上記の対応は不適切というほかない。

結局、審査庁（審理員）においても、就業規則の内容を確認することな

く、本件会社にどのような根拠に基づいて平均賃金決定申請書を作成した

のかを確認することなく本件諮問に至った（諮問説明書、審理員意見書）

のであるから、本件決定処分が適法かつ妥当であったかについて検討を尽

くしていないといわざるを得ない。

（４）なお、本件決定処分の通知書には、その算定方法など、平均賃金がどの

ように決定されたのかを説明する記載はない。

平均賃金は、休業補償給付の額の基礎となるものであり、これが適正に

決定されなければ労働者の利益が損なわれ、労働者はその決定に不服を申

し立てる場合があり得ることから、労働者が、その算定に当たっての考え

方を理解できるよう、平均賃金決定処分の通知書において算定方法等を説

明することが望ましい。

特に、本件の場合、審査請求人は、審査請求書の段階では、平均賃金が

低すぎる旨の抽象的な主張しかしておらず、平均賃金の算定の根拠及び内

訳が記載された弁明書に対する反論書の段階で初めて、日給の額等に関す

る具体的な主張を展開している。このように、審査請求人は、当初、平均

賃金がどのようにして算定されたのか十分に理解することができない状況

で審査請求をすることを余儀なくされたことが現にうかがわれるのであり、

こうした状況は、簡易迅速な手続の下で国民の権利利益の救済を図るとい

う行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）の目的（１条１項）からし

ても決して好ましくないといえる。

平均賃金決定処分の通知書に算定方法等の説明を記載することについて

は、当審査会の従前の答申（令和２年度答申第３９号、同第５９号及び令

和４年度答申第２６号）でも指摘しているところであり、審査庁において

検討されたい。そして、当該処分を行う都道府県労働局長において改善が

図られるよう、指導することが望まれる。

３ まとめ

以上によれば、本件審査請求については、審査庁において必要な調査検討

が尽くされていないから、本件審査請求は理由がないから棄却すべきである

との諮問に係る審査庁の判断は、妥当とはいえない。

よって、結論記載のとおり答申する。
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行政不服審査会 第３部会

委 員 三 宅 俊 光

委 員 佐 脇 敦 子

委 員 中 原 茂 樹
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